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労災保険給付が及ぼす徴収手続の課題について

1

【論点①】メリット制の適用を受ける事業主に対して、労災保険率の算定の基礎となった労災保険給付

に関する情報を提供すべきか。情報を提供することとする場合、労働者の個人情報の保護等

にも配慮する必要があるが、どこまでの情報を提供することが妥当か。

【論点②】支給決定（不支給決定）の事実を事業主に伝えることについてどのように考えるか。

論点案



【論点①】メリット制の適用を受ける事業主に対して、

労災保険率の算定の基礎となった労災保険給付に関する

情報を提供すべきか。

情報を提供することとする場合、労働者の個人情報の保

護等にも配慮する必要があるが、どこまでの情報を提供

することが妥当か。
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～前々年度（３年間） 前年度

労
災
保
険
給
付
支
給
決
定

都
道
府
県
労
働
局
長
に
よ

る
労
災
保
険
率
決
定
通
知

書（
メ
リ
ッ
ト
増
減
率
等
を
掲
載
）

5月

事
業
主
に
よ
る
概
算
・
確
定
保
険
料
の

申
告
・
納
付

6月１日～7月10日

都
道
府
県
労
働
局
長
か
ら
事
業
主
に
対
す
る

概
算
・
確
定
保
険
料
認
定
決
定

都道府県労働局長が、

申告額に誤りがあると判
断した場合
又は未申告の場合

年度更新期間

労働局
→ 事業主（継続）

当年度

メリット制により
翌々年度の労災
保険率が増加
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【論点①】メリット制適用事業主への情報提供

＜メリット制適用事業主
に係る基本的な対応＞

労働者に対してなされる
行政処分であり、事業主
には通知されない。

メリット制適用の流れ

(※）赤枠は行政、水色枠は事業主における対応



○ メリット制が適用される事業主に対して
は、「労災保険率決定通知書」により、その
事業場における労災保険給付の支給額が反映
された労災保険率（メリット料率）が通知さ
れる。

（労災保険率決定通知書の主な記載事項）

・ メリット料率

・ メリット収支率

・ メリット増減率

・ 業務災害に係る率

・ 非業務災害率

労災保険率決定通知書

（参考）メリット制適用事業主に通知される内容（１）
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○ 事業主が申告書を提出しない 又は申告書の内容に誤りがある場合に、徴収法第43条に基づき調査を
行い、政府が職権で労働保険料の額を決定し、「認定決定通知書」により通知する仕組み

（認定決定の流れ）

（認定決定通知書の主な記載事項）

※メリット制が適用される場合

・ 賃金総額

・ 労災保険率（注：労災保険率決定通知書で通
知した率）

・ 保険料額

・ 認定決定の理由（「メリット料率の誤り」
「役員分（賃金総額への）誤算入」等、事業主
等が申告した労働保険料に差額が生じた根拠）

認定決定とは

（参考）メリット制適用事業主に通知される内容（２）

認定決定通知書

調査
・ 事業の種類
・ 労働者の数
・ 賃金総額 等

決定
・事業主が申告
すべき正しい保
険料の額を決定

通知された
率と異なる
率での申
告・納付
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【論点①】メリット制適用事業主の手続的保障（情報提供の範囲）

○ メリット制適用に係る情報の提供内容については、以下等が考えられる。

・ 当該事業場に係るメリット料率の算定基礎となった労災保険給付総額（①のＡ）

・ 当該事業場に係るメリット料率計算式（①、②すべて）

労災保険給付に係る情報を事業主に提供することとする場合、
どこまでの情報を提供することが妥当か。

（該当業種の労災保険率 ー 非業務災害率） ×
100

メリット料率 ＝
100＋メリット増減率 (%)

＋ 非業務災害率

－

Ｃ: 収納した保険料
（業務災害相当分）

Ａ: 業務災害に係る
保険給付等

Ｂ: 計算上除く
保険給付等

× B‘ : 調整率

×100メリット収支率 ＝

○ ①の「メリット収支率」を増減表※１に当てはめ、「メリット増減率」を判定
○ この「メリット増減率」と非業務災害率※２を用いて、「メリット料率」を機械的に導出・決定

※１： 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則（昭和47年労働省令第８号）別表第３等
※２： 非業務災害率＝それぞれの業種に設定されている労災保険率のうち、通勤災害、二次健康診断等及び複数業務要因災害に係る給付に充てる分

の保険料率（業種を問わず 1000 分の 0.6）

（メリット料率の計算方法）

①

②
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（参考）最高裁におけるメリット制適用事業主の手続保障に関する言及

• メリット制の適用を受ける事業主は、メリット収支率の算出の基礎とされた労災
保険給付の支給決定処分について、メリット制が適用されることにより労働保険
料が増額されることを理由として、取消訴訟を提起することはできない旨を判示。

• 同判決の理由において、メリット制の適用を受ける事業主は、「自己に対する保
険料認定処分についての不服申立て又はその取消訴訟において、当該保険料認定
処分自体の違法事由として、客観的に支給要件を満たさない労災保険給付の額が
基礎とされたことにより労働保険料が増額されたことを主張できる」ことから、
「（労災保険給付支給決定処分の原告適格を有さないと解したとしても）事業主
の手続保障に欠けるところはない」旨言及。

あんしん財団最高裁令和６年７月４日判決
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（参考）事業主がメリット制の適用について審査請求等を行う場合のフロー

厚
生
労
働
大
臣
に
対
す
る
審
査
請
求

裁

決

６か月以内
(※２）

裁
決
又
は
原
処
分
の
取
消
訴
訟

（不服があった場合）
裁決があったことを知った日から起算
（行訴法第14条第1項）

３か月以内
（※２）

６か月以内 （※２）

（不服があった場合）
処分があったことを知った日から起算（行訴法第14条第1項）

都
道
府
県
労
働
局
長
か
ら

事
業
主
に
対
す
る
保
険
料
認
定
決
定
（※

１
）

（
行
政
処
分
）

(※２）審査請求または取消訴訟は、処分があった日から1年経過したときはすることができない。

（※１）申告書が提出されない又は申告書の記載に誤りがある場合に、労働局の職員が、帳簿書類の調査等により、労働者数や賃金総額等を確認する、

算定基礎調査を実施し、徴収法15条3項及び19条4項に基づき、都道府県労働局長が、労災保険料の額を決定し、通知するもの。

（不服があった場合）
処分があったことを知った日から起算

    （行審法第18条第1項）

〇 労働保険に係る行政処分については、行政不服審査法に基づき審査請求等が行われる。

8



【論点②】支給決定（不支給決定）の事実を事業主に伝

えることについてどのように考えるか。
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【論点②】支給決定（不支給決定）の事実を事業主に伝えることについて

10

○労災保険の給付申請が行われると、現在は、事業場への訪問や事業主への聴取等のほか、事業主の意見申出制度
なども設けられている一方で、支給・不支給の決定結果について事業主に通知される仕組みは存在しない。

➢ 事業主が早期に労災事故防止に取り組む観点から、支給決定（不支給決定）の事実について事業主に通知する
ことが必要ではないか。

【参考】労災保険法施行規則

（保険給付に関する処分の通知等）

第19条 所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、保険給付に関する処分（法の規定による療養の給付及び二次健康診断等給付

 にあつては、その全部又は一部を支給しないこととする処分に限る。）を行つたときは、遅滞なく、文書で、その内容を請求人、申請人又

 は受給権者若しくは受給権者であつた者（次項において「請求人等」という。）に通知しなければならない。

２ （略）

23条の２ 事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基

準監督署長に意見を申し出ることができる。

２ 前項の意見の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を所轄労働基準監督署長に提出することにより行うものとする。

一～四 （略）

五 事業主の意見

現行の支給決定（不支給決定）の流れ

支給決定の場合

負
傷
・
疾
病
の
発
生

被
災
労
働
者
等
か
ら

労
災
保
険
給
付
請
求

監
督
署
に
よ
る

災
害
発
生
状
況
等
の
調
査

労
災
保
険
給
付
の
支
給
・

不
支
給
決
定

請
求
書
中
に

事
業
主
証
明
欄
あ
り

被
災
労
働
者
等
へ
の
通
知

事
業
主
に
対
し
て
は
支

給
・
不
支
給
の
結
果
は

通
知
さ
れ
な
い

メ
リ
ッ
ト
適
用
事
業
に
つ

い
て
は
、
給
付
額
が
翌
々

年
度
の
メ
リ
ッ
ト
保
険
料

率
に
反
映
さ
れ
る

事
業
場
の
訪
問
・
事
業
主

へ
の
聴
取
等
を
実
施
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